
生活保護と最低賃金

資料No.3



80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

東
京
神
奈
川

大
阪
愛
知
埼
玉
千
葉
兵
庫
京
都
茨
城
静
岡
富
山
広
島
滋
賀
栃
木
群
馬
宮
城
山
梨
三
重
石
川
福
岡
香
川
岡
山
福
井
奈
良
山
口
長
野
北
海
道

岐
阜
徳
島
福
島
新
潟
和
歌
山

愛
媛
島
根
大
分
熊
本
山
形
佐
賀
長
崎
岩
手
高
知
鳥
取
秋
田
鹿
児
島

宮
崎
青
森
沖
縄

生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８２４

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータ、最低賃金のデータともに2024年度のものである。

注４）0.824は時間額951円で月173.8時間働いた場合の2024年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

なお、当該比率の算出にあたっては、2024年分所得税及び住民税について定額減税（所得税から３万円、個人住民税所得割額から１万円）が行われたことを考慮している。

単位：円
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生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８２４

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータは2024年度、最低賃金のデータは2025年度のものである。

注４）0.824は時間額951円で月173.8時間働いた場合の2024年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

なお、当該比率の算出にあたっては、2024年分所得税及び住民税について定額減税（所得税から３万円、個人住民税所得割額から１万円）が行われたことを考慮している。

単位：円

2025年度最低賃金

改定額反映
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2024年度
データに基
づく乖離額

2025年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）

（＝Ａ－Ｂ）
（Ｄ）

（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率の変動
（0.807→0.824）
による影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直し、国勢調
査の更新による
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北 海 道 △265 65 △330 △250 △80 △65 △16 0 1

青 森 △265 76 △341 △251 △90 △76 △14 0 0

岩 手 △279 79 △358 △266 △92 △79 △14 0 1

宮 城 △260 65 △325 △246 △79 △65 △15 0 1

秋 田 △276 80 △356 △264 △93 △80 △14 0 2

山 形 △272 77 △349 △258 △91 △77 △14 0 1

福 島 △283 78 △361 △274 △87 △78 △14 0 5

茨 城 △341 69 △410 △328 △82 △69 △14 0 1

栃 木 △312 64 △376 △299 △78 △64 △15 0 1

群 馬 △302 78 △380 △289 △92 △78 △14 0 1

埼 玉 △291 63 △354 △276 △78 △63 △17 0 1

千 葉 △311 64 △375 △295 △80 △64 △16 0 0

東 京 △302 63 △365 △286 △79 △63 △18 0 2

神 奈 川 △331 63 △394 △315 △79 △63 △17 0 1

新 潟 △290 65 △355 △278 △78 △65 △15 0 2

富 山 △328 64 △392 △318 △74 △64 △14 0 4

石 川 △298 70 △368 △283 △84 △70 △14 0 0

福 井 △315 69 △384 △303 △81 △69 △14 0 2

山 梨 △339 64 △403 △324 △79 △64 △14 0 △1

長 野 △325 63 △388 △313 △76 △63 △14 0 1

岐 阜 △318 64 △382 △305 △77 △64 △14 0 1

静 岡 △314 63 △377 △301 △76 △63 △15 0 2

愛 知 △348 63 △411 △333 △78 △63 △15 0 0

三 重 △352 64 △416 △338 △78 △64 △14 0 0

滋 賀 △319 63 △382 △307 △74 △63 △15 0 3

京 都 △291 64 △355 △276 △79 △64 △16 0 1

大 阪 △332 63 △395 △316 △79 △63 △16 0 0

兵 庫 △293 64 △357 △279 △78 △64 △16 0 2

奈 良 △296 65 △361 △282 △79 △65 △15 0 0

和 歌 山 △310 65 △375 △297 △78 △65 △14 0 1

鳥 取 △294 73 △367 △278 △88 △73 △14 0 △1

島 根 △313 71 △384 △301 △83 △71 △14 0 2

岡 山 △277 65 △342 △264 △78 △65 △15 0 2

広 島 △294 65 △359 △280 △80 △65 △15 0 1

山 口 △335 64 △399 △322 △77 △64 △14 0 0

徳 島 △354 66 △420 △341 △79 △66 △13 0 1

香 川 △296 66 △362 △281 △81 △66 △14 0 △1

愛 媛 △275 77 △352 △263 △90 △77 △14 0 2

高 知 △301 71 △372 △289 △84 △71 △14 0 1

福 岡 △297 65 △362 △284 △79 △65 △15 0 1

佐 賀 △313 74 △387 △301 △85 △74 △14 0 2

長 崎 △293 78 △371 △281 △90 △78 △14 0 2

熊 本 △297 82 △379 △285 △94 △82 △14 0 1

大 分 △307 81 △388 △293 △95 △81 △14 0 0

宮 崎 △303 71 △374 △291 △83 △71 △14 0 2

鹿 児 島 △306 73 △379 △294 △86 △73 △14 0 1

沖 縄 △283 71 △354 △268 △86 △71 △14 0 0

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。
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